
 

 

迂回路案内について 

 
① 市川ＩＣ下り出口 

 
 

首都高速 7 号線から京葉道路をご利用になり、市川ＩＣで降りる予定のお客さまは、一之江ＩＣで降りて

いただき、都道 318号、県道 50号、県道 6号を利用し、市川ＩＣ方向への迂回をお願いします。 
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② 原木ＩＣ下り入口 

 
 

原木ＩＣから京葉道路（下り）をご利用予定のお客さまは、県道 180号、国道 14号を利用し、船橋ＩＣへ

の迂回をお願いします。 

  



 

③ 原木ＩＣ上り出口 

 
 

京葉道路（上り）をご利用になり、原木ＩＣで降りる予定のお客さまは、花輪ＩＣで降りていただき、県道 8

号、国道 357号を利用し、原木ＩＣ方向への迂回をお願いします。 

  



 

④ 市川ＩＣ上り入口 

 
 

市川ＩＣから京葉道路（上り）をご利用予定のお客さまは、県道 6号、県道 50号、都道 318号を利用し、

一之江ＩＣ方面への迂回をお願いします。 

  



 

⑤ 市川ＩＣ下り入口 

 
 

市川ＩＣから京葉道路（下り）をご利用予定のお客さまは、県道 6号、県道 283号、県道 180号を利用

し、原木ＩＣ方面への迂回をお願いします。 


